
松山市告示第１３３号  

令和６年４月４日  

 

 

松山市長 野 志 克 仁     

 

 

鹿島公園渡船に係る渡船使用料等の徴収事務の委託について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び松山市財務会計規

則（昭和３９年規則第１１号）第５３条の規定に基づき、鹿島公園渡船使用料及び駐車場

使用料の徴収事務について、下記事業者と委託契約を締結するため、松山市財務会計規則

第５５条の規定により次のとおり告示する。 

 

 

記 

 

１ 上記徴収事務を委託する施設の名称及び所在地 

名 称 所 在 地 徴収内容 

鹿島公園渡船待合所 松山市北条辻１６０５ 鹿島公園渡船使用料 

駐車場使用料 

 

２ 徴収事務を行う委託事業者 

  愛媛県松山市若草町８番地３ 

  公益社団法人松山市シルバー人材センター 

  理事長 髙橋 祐二 

 

３ 委託期間 

  令和６年４月 1日から令和７年３月３１日まで 

 

以上 

 


